
議案第 号 

 

日野町特別医療費助成条例の一部改正について 

 

日野町特別医療費助成条例の一部を別紙のとお 改正す 。 

 

成 ９ 月 日提出 

 

日野町長  景  山  享  弘 

 



日野町特別 療費助成条例 改正 必要 理由 概要 

 

1 背景及 趣旨  

近 超未熟児 先天的 疾病また 慢性疾病等 つい 療機関 治療を行い 在

宅移行後も 療的 ケア 必要 場合 増え 在宅移行後も安心 地

域 療養生活を送 う 訪問看護 係 経費 負担軽減を図  

 

2 改正 容  

特別 療費助成制度 うち特定疾病 親家庭 小児 助成対象 経費

訪問看護 係 経費を追加 そ 経費 つい 助成を行う  

分 容 

追加 助成対象経費 
 

訪問看護 係 経費 

患者負担額 
530 ／日 各機関 月４回を限度  

※ 療機関へ 通院 同  
 

 

3 附則規程 

成29 4月1日 施行  



1/「 

日野町特別 療費助成条例 一部を改正 条例 

 

日野町特別 療費助成条例 昭和 48 日野町条例第 「5 号 一部を次 う 改正  

 

改正  改正前 

 

医一部負担金) 

 

医一部負担金) 

第4条 前条第「項第「号 一部負担金 額 健康保険法第6」条第」項

第1号 規定 保険 療機関医 保険 療機関 いう )又

同法第88条第1項 規定 訪問看護事業を行う事業所 訪

問看護事業所 いう 1月 同法第76条

第「項及び第」項又 第88条第4項及び第5項 規定 算定

額医障害者 日常生活及び社会生活を総合的 支援 法

施行 医 成18 政 第10号)第」5条第1号 規定 高額治療

者 あ 者 支給認定を受 自立支援 療 種類

係 を除く ) 100 10を乗 得 額医 額 5円未満

端数 あ を 捨 5円 10円未満 端数 あ

を10円 額)  

第4条 前条第「項第「号 一部負担金 額 健康保険法第6」条第」項

第1号 規定 保険 療機関医 保険 療機関 いう )又

同法第88条第1項 規定 訪問看護事業を行う事業所

1月 同法第76条第「項及び第」項又 第88条第4項及

び第5項 規定 算定 額医障害者 日常生活及び社会生

活を総合的 支援 法 施行 医 成18 政 第10号)第

」5条第1号 規定 高額治療 者 あ 者 支給認

定を受 自立支援 療 種類 係 を除く ) 100 10を

乗 得 額医 額 5円未満 端数 あ を 捨

5円 10円未満 端数 あ を10円

額)  

「 前項 一部負担金 額 保険 療機関又 訪問看護事業所

1月 次 表 左欄 掲 応 同表

右欄 定 額を 限  

「 前項 一部負担金 額 保険 療機関又 健康保険法第88条第1

項 規定 訪問看護事業を行う事業所 1月

次 表 左欄 掲 応 同表 右欄 定 額を 限

 

療を

受

者

 

一部負担金 限額 

健康保険法第6」条

第1項第5号 掲

給付医 入院

給付 いう) 場

合 

健康保険法第6」条第1項第1号 第4号

ま 掲 給付医同項第5号 掲 給

付 伴う を除く 外来給付

いう )又 同法第88条第1項 訪問看

護療養費 給付 訪問看護療養給

付 いう 場合 

 略 
 

療を

受

者

 

一部負担金 限額 

健康保険法第6」条

第1項第5号 掲

給付医 入院

給付 いう) 場

合 

健康保険法第6」条第1項第1号 第4号

ま 掲 給付医同項第5号 掲

給付 伴う を除く 外来給付

いう )又 同法第88条第1項 訪問看

護療養費 給付 場合 

 

 略 
 



「/「 

」 前条第「項第」号 一部負担金 額 保険 療機関又 訪問看護

事業所 入院給付 あ 医健康保険法施行 医大正15

勅 第「4」号)第4」条第1項第1号ホ又 第「号ハ若 く ニ 規定

認定を受 い 者 他 規則 定 者医第5項 規定

者を除く ) 同一 月 同一 保険 療機関 い 入院給

付を16日 受 16日目 降 入院給付を除 1日

1,「00円 外来給付又 訪問看護療養給付 あ 同一 月

同一 保険 療機関又 訪問看護事業所 い 外来給付又 訪

問看護療養給付を5回 受 5回目 降 外来給付又

訪問看護療養給付を除 1日 5」0円  

」 前条第「項第」号 一部負担金 額 保険 療機関 入院

給付 あ 医健康保険法施行 医大正15 勅 第「4」号)第4」条

第1項第1号ホ又 第「号ハ若 く ニ 規定 認定を受 い

者 他 規則 定 者医第5項 規定 者を除く ) 同

一 月 同一 保険 療機関 い 入院給付を16日 受

16日目 降 入院給付を除 1日 1,「00円 外来給付

あ 同一 月 同一 保険 療機関 い 外来給付を5回

受 5回目 降 外来給付を除 1日 5」0円

 

4 前項 一部負担金 額 保険 療機関又 訪問看護事業所

外来給付 あ 健康保険法第76条第「項又 第」項 規定

算定 額 社会保険各法 定 被保険者負担割合を乗

得 額医 額 5円未満 端数 あ を 捨 5

円 10円未満 端数 あ を10円 額

)を 訪問看護療養給付 あ 健康保険法第88条第4項

規定 算出 額 社会保険各法 定 被保険者負担割合

を乗 得 額 額 5円未満 端数 あ を

捨 5円 10円未満 端数 あ を10円

額 健康保険法施行 第41条第9項 規定 厚生労

働大臣 定 疾病 係 社会保険各法 規定 認定を受

い 者 受 入院給付 あ 1月 1万円医同 第4「条

第9項第「号 該当 者 あ 「万円)を 限  

4 前項 一部負担金 額 保険 療機関 外来給付 あ

健康保険法第76条第「項又 第」項 規定 算定 額

社会保険各法 定 被保険者負担割合を乗 得 額医 額

5円未満 端数 あ を 捨 5円 10円未満 端

数 あ を10円 額 )を 健康保険

法施行 第41条第9項 規定 厚生労働大臣 定 疾病 係

社会保険各法 規定 認定を受 い 者 受 入院給付

あ 1月 1万円医同 第4「条第9項第「号 該当 者

あ 「万円)を 限  

5・6 略 5・6 略 

      附  則 

施行期日  

1  条例 成「9 4月1日 施行  

経過措置  

「  改正 日野町特別 療費助成条例 規定 条例 施行 日 受 療 係 療費 助成 い 適用 同日前 受 療

費 助成 い 従前 例  


